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お 問 い

合わせ先

葵区役所 保険年金課 保険第１・ 第２ 係 

清 水 区 役 所  保 険 年 金 課  保 険 係

駿河区役所 保険年金課 保険第１・ 第２係

〒420-8602   静岡市葵区追手町５番１号
☎(０５４ )２２１-１０７０

〒422-8550   静岡市駿河区南八幡町１０番４０号
☎(０５４ )２８７ -８６２１

〒424-8701   静岡市清水区旭町６番８号
☎(０５４ )３５４-２１４１

静岡市国保のホームページはこ ちら ▶

医療機関等を受診の際や国民健康保険の各種手続きにはマイナ保険証をご利用く ださ い

「 マイ ナ保険証」と は、マイ ナン バーカ ード を 健康保険証と し て利用でき るよう 登録し たも のです。マイ ナ保険証を お持ち

でない方には「 資格確認書」が発行さ れます。なお、有効期限（ 最長で令和7 年７ 月3 1日）までは発行済みの「 国民健康保険

被保険者証」も 引き 続きご利用いただけます。
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国保のし く み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ ページ
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医療費の一部負担割合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ ページ
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マイ ナ保険証Q＆A・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ ページ

国保の加入・ 脱退手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ ページ

その他の手続きについて（ 再交付・ 住所・ 氏名の変更など）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５・ 7 ページ

外国人住民の皆様へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ ページ

７０ 歳から７４ 歳までの人の医療費（ 資格確認書または資格情報のお知ら せ）・・・・・・・・ ６ ページ

後期高齢者医療制度（ ７５ 歳以上の人の医療保険）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ ページ

臓器提供意思表示欄について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ ページ

郵送での手続きについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ ページ
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療養費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８・９ ページ

入院時食事療養費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ ページ
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移送費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ ページ

出産育児一時金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ ページ

葬祭費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ ページ

交通事故などにあったと き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ ページ

７０ 歳未満の人の高額療養費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３ ページ
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高額療養費の多数回該当の通算について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ ページ

特定の治療を 長期間受ける場合の医療費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 7 ページ

介護保険制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７ ページ
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・ 未就学児に対する軽減
・ 出産する被保険者に対する軽減
・ 非自発的失業者に対する軽減
・ 後期高齢者医療制度移行により 、国保被保険者が単身と なる世帯に対する軽減
・ 被扶養者であった人に対する軽減
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減額・ 免除制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７ ページ

保険料の納付が困難な人は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７ ページ

国保の手続きにはマイ ナン バーが必要です！！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８ ページ
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就職、退職し たと き は、どう すればいいですか？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ ページ「 国保の加入・ 脱退手続き 」

住所、氏名が変わったと き は、届出が必要ですか？・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ ページ「 その他の手続きについて」

資格確認書または資格情報のお知ら せを紛失し たのですが、再交付はできますか？・・・ ５ページ「 その他の手続きについて」

７０ 歳になっ た時は、負担割合は変わり ますか？・・・・・・・・・・・・・・６ ページ「 ７０歳から７４歳までの人の医療費」

７５ 歳になっ た時は、どう なり ますか？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ ページ「 後期高齢者医療制度」

国保の加入者が亡く なったと きは、どう すればいいですか？・・ ４ ページ「 国保の加入・ 脱退手続き」 / １２ ページ「 葬祭費」

こ んなと きは？～ＦＡＱ方式の国保逆引もく じ ～

国保について  し く みと 資格

Q

Q

Q

Q

Q

Q

高額な医療費を 支払っ たと き は、給付金があり ますか？

・・・・・・・・ １３ ページ「 ７０歳未満の人の高額療養費」 / １４・１５ ページ「 ７０歳から７４歳までの人の高額療養費」

医療費が高額になると き は、負担を 少なく する方法があり ますか？

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ ・１６ ページ「 医療機関に支払う 金額が高額になる場合の限度額適用」

医療と 介護の支払いが高額になったと きは、給付金がありますか？・・・ １８・１９ ページ「 高額医療・ 高額介護合算制度」

高額療養費について  医療費が高額になった場合の給付

Q

　
Q

　
Q

保険料はどのよう な計算で決まり ますか？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２・２３ ページ「 保険料の計算」

会社の健康保険に加入し ている世帯主に納付書が届きまし たが、世帯主が支払わなければなりませんか？

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ ページ「 保険料の納付義務者」

保険料はいつ、どのよう に納めればいいですか？・・・・・・・・・・・・・・・・・２５・２６・ 2 7 ページ「 保険料の納め方」

保険料を 口座振替で納めたいのですが？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５ ページ「 普通徴収」

年金から 保険料が差し 引き さ れる人はどのよう な人が対象ですか？・・・・・・・・ ２６・２７ ページ「 特別徴収」

保険料が減額さ れる制度はあり ますか？・・ ２４・ 2 5 ページ「 保険料の軽減」 / ２７ ページ「 減額・ 免除制度」

保険料について  静岡市国保の保険料

Q

Q

　
Q

Q

Q

Q

国保の届出や申請にはマイナンバーが必要ですか？・・・・・・・２８ ページ「 国保の手続きにはマイナンバーが必要です！！」

窓口が混み合う 時期はあり ますか？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９ ページ「 窓口が混んでいる時期」

その他

Q

Q

健康診査を 受けたいのですが、助成があり ますか？

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０・２１ ページ「 特定健康診査・ 特定保健指導・ 国民健康保険 健康診査」

健康診査

Q

医療機関に支払う 負担割合は何割ですか？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ ページ「 医療費の一部負担割合」

マイ ナ保険証また は資格確認書等を 持たずに医療機関にかかり 医療費を 全額自費で 支払いまし た

が、給付金はあり ますか？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ ページ「 療養費」

コ ルセット などの補装具を 作ったと き は、給付金があり ますか？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ ページ「 療養費」

海外で治療を 受けたと き は、給付金があり ますか？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ ページ「 療養費」

入院し たと き の食事代などは、いく ら ですか？・・・ ９ ページ「 入院時食事療養費」/10 ページ「 入院時生活療養費」

出産し たと き は、給付金があり ますか？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ ページ「 出産育児一時金」

国保の加入者が亡く なったと き は、給付金があり ますか？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ ページ「 葬祭費」

交通事故などの第三者行為によるケガの治療を受けると きは、どう すればいいですか？・・・ １２ページ「 交通事故などにあったと き」

国保で受けら れる給付  いろ いろ な場合の給付

Q

Q

　
Q

Q

Q

Q

Q

Q
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国保のし く み

国保と は、正式には国民健康保険と いいます。わが国では「 国民皆保険制度」をとっており 、国民は必ず何ら

かの医療保険に加入するこ と になっています。国保はその医療保険制度のひと つで、皆さ んが住む市区町村

（ 静岡市）が、都道府県（ 静岡県）と 一緒に運営し ています。

てい

あ

と

な

国保を 持続可能で安定的に運営し ていく ため、平成3 0 年４ 月から 、都道府県と 市区町村がと も に国保の保

険者と なり 、それぞれの役割を 担っています。

国保はこ のよう なし く みで運営さ れています。

医療費（ 自己負担分）を 支払う

診察を 行う

保険給付に必要な
費用の支払い

納付金の納付

医療費（ 保険者負担分）を 請求する 医療費について の審査結果を 報告する

補助金

市区町村

被保険者（ 加入者の皆さ ん）

病院（ 医療機関など）

薬局

国保連合会
（ 審査委員会）

国保連合会を 通じ て 医療費 （ 保険者負担分）を 支払う

資格確認書または
資格情報のお知ら せの交付

保健事業の実施
保険給付の決定

加入の届出を し て 保険料を 納付

国 都道
府県

保険者（ 都道府県と 市区町村）

国保の制度について

都道府県と 市区町村の役割分担

※各種申請や届出など、皆さ んに身近な窓口事務は、お住まいの市区町村で受付し ています。

・ 財政運営の責任主体

都道府県の主な役割 市区町村の主な役割

・ 国保事業費納付金を都道府県に納付

・ 資格を管理

 （ 資格確認書または資格情報のお知ら せなどの発行）

・ 標準保険料率などを参考に保険料率を決定

・ 保険料の賦課・ 徴収

・ 保険給付の決定・ 支給

・ 国保運営方針に基づき、事務の効率化、

 標準化、広域化を推進

・ 市区町村ごと の標準保険料率を算定・ 公表

・ 保険給付費等交付金の市区町村への支払い
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ら

市区町村

国保に加入する人は？

他の医療保険（ 健康保険、共済組合、船員保険、後期高齢者医療制度など）に加入し ている人や生活保護を受け

ている人などを除いたすべての人は、住所を 有する都道府県が市区町村と と も に行う 国保（ 自分の住民登録が

ある市町村の国保）に加入するこ と になり ます。（ 国民健康保険法第５ 条・ 第６ 条）

なお、海外に１年以上居住し 、一時帰国の期間が１年未満であると きは、住所は海外にあるも のとし て扱う こ と

と なるため、住民登録の対象と はなりません。（ 昭和46年３月31日自治振第128号自治省行政局振興課長通知）

災害、失業などの特別な理由で、一時的に生活が困難と なり 、医療機関などに医療費（ 一部負担金）を 支払え

ないと きに、医療費の減額、または免除を 受ける制度があり ます。（ 国民健康保険法第44条）

事前の申請が必要ですので、詳し く はお住まいの区の保険年金課にご相談く ださ い。

医療費の一部負担割合〈 国民健康保険法第4 2条〉

医療費が払えないと きは（ 一部負担金の減免および徴収猶予について）

マイナ保険証 Q A&

医療費の一部負担割合は年齢などに応じ て決まっています。

医療機関などで支払う 医療費（ 自己負担分）を 一部負担金と いいます。

・ ０ 歳児から 高校生年代ま で のお 子様の保険医療助成制度につい て は、各区福祉事務所子育て 支援課給付係へ

お 問い 合わせく ださ い 。

国保の保

葵区☎(0 5 4 ) 2 2 1-10 9 3 駿河区☎（ 0 5 4 ）2 8 7-8 6 74 清水区☎（ 0 5 4 ）3 5 4 -2 12 0

国 民 健 康 保 険

２ 割 ２ 割
（ 現役並み所得者は３割）

1 割 ま た は 2 割
（ 現役並み所得者は３割）

3 割

義務教育就学前

後期高齢者医療制度

７０ 歳 ７５ 歳

Q 1

Ａ 1

「 マイ ナ保険証」と はなんですか？

　 健康保険証と し て利用登録し たマイ ナン バーカ ード のこ と です。利用登録の申込みは、マイ ナポータ ル・

医療機関や薬局の顔認証付きカ ード リ ーダー・ セブン 銀行ＡＴ Ｍでできます。

マイナンバー総合フリ ーダイヤル

Q 2

Ａ 2

「 資格確認書」と はなんですか？またどのよう な場合に交付さ れますか？

Q 3

Ａ 3

「 資格情報のお知ら せ」と はなんですか？

　 マイ ナ保険証をお持ちの方に対し 、登録内容を確認いただく ためにＡ４サイズの紙で交付し ます。資格情報

のお知ら せだけでは医療機関の受診はできません。受診の際はマイ ナンバーカ ード が必要です。なお、マイナ

保険証を 利用でき ない医療機関等では、マイ ナ保険証と 資格情報のお知ら せを 一緒に提示するこ と で、一定

の負担割合で受診ができます。

　 マイ ナ保険証を お持ち でない方に対し 、従来の保険証の代わり と し て保険証と 同じ カ ード サイ ズで交付

し ます。医療機関等では資格確認書を 提示するこ と で一定の負担割合で受診ができ ます。

以下の場合は、本人から の申請によら ず資格確認書を交付し ます。

　・ マイナンバーカード を持っていない、またはカード 返納をし た。

　・ マイナンバーカ ード を持っているが、マイナ保険証の利用登録をし ていない、または登録解除をし た。

　・ マイナンバーカード の電子証明書の有効期限が切れた。（ カ ード 本体の有効期限切れを含む）

　・ 保険証または資格確認書等の記載内容に変更が生じ た。

また、マイナ保険証での受診が困難な方は、申請いただく こ と で資格確認書を交付し ます。
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国保の加入・ 脱退手続き〈 国民健康保険法第9 条〉

次のよう なと きには、本人または同じ 世帯の人が、各区役所保険年金課または支

所へ必ず１４日以内に届出をし ましょう 。（ 国民健康保険法施行規則第２条～第１５条）

国保に加入し たと き や国保を 脱退し たと き は、かかっている医療機関などに必

ずその旨を申し 出てく ださ い。

新規に加入の手続きをし た人には、４～５日程度で郵便にてお送りし ます。

ただし 、本人確認書類（ マイナンバーカード 、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート 、身体障害者手帳、精神

障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード 、特別永住者証明書、顔写真付住基カード の中から 有効期限内のも の

を１つ）で、来庁者の本人確認ができる場合は窓口でお渡し できます。（ 本人または同じ 世帯の人が届け出た場合

に限ります。ただし 、郵便物が届かなかったこと のある人などは、窓口でお渡し できない場合があります。）

なお、井川支所、長田支所での受付は、すべて郵送になります。

有効期限到達により 資格確認書または資格情報のお知ら せを更新する際は、普通郵便で送ります。

・

・

・

・

・

・ 国民年金の手続きが必要な場合は、年金手帳または基礎年金番号通知書もし く はマイ ナンバーが確認できるも のをお持ちく ださ い。

・ 国保の資格は、健康保険などの資格を 喪失し た日から 取得と なり ます。（ 国民健康保険法第７条）

　そのため、保険料も 届出日ではなく 、資格取得日までさ かのぼって負担し ていただきます。

・ 国保に加入する場合の届出が遅れたと き は、給付が受けら れないこ と があり ます。

・ 国民健康保険料の口座振替を次の金融機関のいずれかで希望する場合は、対象金融機関のキャッシュカ ード をお持ちく だ

　さ い。届出窓口で口座振替の手続きができます。※

　 静岡銀行・ 清水銀行・ し ずおか焼津信用金庫・ 静清信用金庫・ 静岡市農協・ 清水農協・ ゆう ちょ 銀行

※２5ページ『 4 保険料の納め方（ 2）申込方法　 ②各区役所・ 静岡庁舎での申込み（ ペイジー口座振替受付サービス）』参照。　

・ 有効期限を 経過し た資格確認書等は使用でき ません。健康保険などに加入し ていながら 、国保の資格確認書等で医療

　機関などにかかった場合は、国保が負担し た医療費の全額を 返し ていただく こ と になり ます。

・ 異動届、委任状は静岡市国保のホームページから ダウンロード するこ と ができます。

〈 資格確認書または資格情報のお知ら せはいつもら えますか？〉

〈 次の

国

転入し たと き

こ んなと き

加 

入 

す 

る 

場 

合

健康保険資格喪失証明書または脱退連絡票など

（ 元の勤務先などで発行）

母子健康手帳（ 出産育児一時金については１１ページ『 出産育児一時金』参照）

保護証明書

マイナ保険証または資格確認書等

①転出証明書

②世帯主に変更がある場合は、同じ 世帯の人全員のマイナ保険証また

　 は資格確認書等

③特定同一世帯所属者異動連絡票※１、旧被扶養者異動連絡票※２、

　 産前産後期間保険料免除対象者異動連絡票※3

　（ ③の連絡票は前住所地の市区町村で発行さ れている場合）

子どもが生まれたとき

生活保護が廃止（ 停止）さ れたとき

後期高齢者医療制度の適用で

なく なったとき

健康保険などを脱退し たとき、

健康保険などの任意継続が切れた

と き、扶養からはずれたと き

・ 左記のほかに、マイ ナ

ンバーカ ード または通

知カ ード と 本人確認書

類が必要です。※4

・ 別世帯の人が届け出る

場合は、委任状が必要

です。

届出に必要なも の

転出すると き

こ んなと き

脱 

退 

す 

る 

場 

合

①健康保険加入証明書等（ 勤務先などで発行）または加入し た人全員の資格

　 確認書または資格情報のお知ら せ

②健康保険などに加入し た人、扶養を 認めら れた人全員のマイ ナ保険証

　 または資格確認書等

①亡く なった人のマイナ保険証または資格確認書等

②世帯主に変更がある場合は、同じ 世帯の人全員のマイナ保険証または資格確認書等

③相続関係の確認できる書類（ 全部事項証明など）

④葬祭費については12ページ「 葬祭費」参照

①保護証明書　 ②マイナ保険証または資格確認書等

該当する人のマイナ保険証または資格確認書等

①転出する人のマイナ保険証または資格確認書等

②世帯主に変更がある場合は、同じ 世帯の人全員のマイナ保険証または資格確認書等

死亡し たと き

生活保護が開始さ れたとき

申請により 後期高齢者

医療制度へ移行し たとき

健康保険などに加入し た

と き、健康保険などの扶養

に入ったとき

・ 左記のほかに、マイ ナ

ンバーカ ード または通

知カ ード と 本人確認書

類が必要です。※

・ 別世帯の人が届け出る

場合は、委任状が必要

です。

届出に必要なも の

※１　２４ページ『 3（ 1）※１ 特定同一世帯所属者と は』参照。　 　 ※２　２5ページ『 3（ 6）被扶養者であった人に対する軽減』参照。

※3　２４ページ『 3（ 3）出産する被保険者に対する軽減』参照。

※4　２８ページ『 国保の手続きにはマイナンバーが必要です！！』参照。マイナンバーの提示があれば、添付書類が省略できる場合があります。

※１　

※

     　

※

※２８ページ『 国保の手続きにはマイナンバーが必要です！！』参照。

在留資格
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その他の手続きについて（ 再交付・ 住所・ 氏名の変更など）

外国人住民の皆様へ

精神

の

場合

住民基本台帳法の改正に伴い、平成２４年７月９日以降、外国人住民の国保の適用範囲が変更になり まし た。

・ 国保に加入し ていた外国人の在留資格が「 短期滞在」などに変更と なり 、住民票がなく なった場合でも 、合法

的に日本にいる期間は、引き 続き 国保の被保険者と なり ます。資格確認書等、在留カ ード 、パスポート を 持っ

て、お住まいの区の保険年金課に届出をし てく ださ い。

・ 健康保険などに加入し ている人、「 外交」または「 公用」の在留資格が決定さ れた人などは、国保に加入する

こ と ができません。

・ 特定活動のう ち、治療目的、観光、保養目的による滞在の場合は、国保に加入するこ と ができません。

・ 日本と 医療保険を 含む社会保障協定を 結んでいる国の人で、本国政府から 社会保障加入の証明がある人は

国保に加入するこ と ができません。

・ ②の対象者は、届出が必要です。下表の必要なも のを持ってお住まいの区の保険年金課に届出をし てく ださ い。

①静岡市に住民票のある外国人（ 在留期間が３か月を超える人）

②入国時点において、在留期間が３か月以下で住民票が作成さ れない外国人のう ち、下表の資格で３か月

　 を超えて在留するこ と が資料により 確認できる人
い。

確認書等で医療

〈 次のよう な場合にも 届出が必要です〉

国保に加入する人

。

※１　 国保から 交付さ れているも のがあれば、お持ちく ださ い。

※２　２８ページ『 国保の手続きにはマイナンバーが必要です！！』参照。

     　 郵送でできる手続きについては、7ページをご覧く ださ い。

※帰国すると きや日本国内で住所が変わると きは、お住まいの区の戸籍住民課と 保険年金課に必ず届出をし てく ださ い。

住所、氏名が変わったと き

こ んなと き

①マイ ナ保険証または資格確認書等※１

②在学を証明するも の（ 在学証明書、学生証など）、延長が確認できるも の

①マイナ保険証または資格確認書等※１

②施設の入所が確認できる書類

マイナ保険証または資格確認書等※１

同じ 世帯の人全員のマイナ保険証または資格確認書等※１

マイナ保険証または資格確認書等※１

・ マイナンバーカ ード または通知カ ード と 本人確認書類

・ 別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。

世帯主が変わったと き

資格確認書または資格情報のお知らせ

の紛失など再交付が必要なと き

・ 変更前のマイナンバーカ ード または通知カ ード 　・ 変更後の個人番号通知書　・ 本人確認書類

・ 別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。
個人番号の変更があったと き

修学で他の市区町村へ転出するとき、

及び修学が延長と なったと き

修学が終了し 、転入し たと き

施設に入所するため他の市区町村へ

転出するとき

・ 左記のほかに、マイ ナ

ンバーカ ード または通

知カ ード と 本人確認書

類が必要です。※２

・ 別世帯の人が届け出る

場合は、委任状が必要

です。

届出に必要なも の

在留資格と 届出に必要なも の

興　 　 行

技能実習

家族滞在

特定活動

在 留 資 格

活動内容およ び期間を 証する文書（ 招へい機関と の契約書など）

活動の内容およ び期間を 明ら かにする資料（ 活動を 行う 機関が作成し た資料など）

家族滞在の在留資格を 有する者を 扶養する者の在留資格および在留期間を

明ら かにする資料

活動の内容およ び期間を 明ら かにする資料

左記のほかに 、パス

ポート 、住所が確認

で き る 資料（ 契約書

など）が必要です。

届出に必要なも の
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7 0歳以上の被保険者が１ 人だけの場合 383万円未満

520万円未満

70歳以上の被保険者が２ 人以上の場合

収入額が383万円以上の70歳以上の被保険者１人と

特定同一世帯所属者※3がいる場合

世帯の状況 左記の人の合計収入額

70 歳から 7 4 歳までの人の医療費（ 資格確認書または資格情報のお知ら せ）

　 70歳を迎える人には、70歳の誕生日の属する月の翌月（ 誕生日が1日の人はその月）から 使用する一部負担金

の割合を表示し た「 資格確認書」または「 資格情報のお知ら せ」を送ります。

（ 国民健康保険法施行規則第７条の４)

受け

は

国保への脱退の届出

ホ

し

住民登録住所へ送

「 一部負担金の割合」の判定方法　 チャート にし たがって「 はい」、「 いいえ」を お答えく ださ い。

※１ 　 23ページ『 ※1  国民健康保険料に係る総所得金額等と は』参照。

※２ 　 令和7年7月診療分までは、令和5年中の所得から 、令和7年8月診療分から は令和6年中の所得から 43万円を 控除し ます。ただし 、合計

　 　   所得金額が2,400万円超の場合は、金額に応じ て控除額が変わり ます。（ 23ページ「 ※2  前年の合計所得金額が」参照。）

※３ 　 24ページ『 ※1  特定同一世帯所属者と は』参照。

※4　 28ページ『 国保の手続きにはマイ ナン バーが必要です！！』参照。

(1 ) 同じ 世帯内の7 0～74 歳の国保加入者全員の令和6年度（ 8 月以降は令和7 年度）

市民税課税所得（ 課税標準額）が全員1 4 5 万円未満である。

(2 ) 70～74歳までの国保加入者全員の令和6年度（ 8月以降は令和7年度）の

旧ただし 書所得の合計が210万円以下である。

 いいえ

 いいえ

 はい

 はい

 はい 申請が必要

7 0 ～7 4 歳の国保加入者の令和5 年中（ 8 月以降は令和6年中）の

収入金額が下表のいずれかに該当する。

・ 旧ただし 書所得と は総所得金額等※1から 基礎控除額※2を差し 引いた額です。

・ 収入金額と は必要経費等を控除する前の金額です。

一部負担金の割合 ３ 割

一部負担金の割合 ３ 割一部負担金の割合 ２ 割

 いいえ

申請による再判定

 

申

請

不

要
 

申

請

不

要

☆申請による再判定について

こ の判定は所得額ではなく 収入金額（ 必要経費等を 控除する前の金額）で判定し ます。

上記チャ ート (１ )、(２ ）により「 3 割」と 判定さ れ、再判定の表のいずれかに該当する場合は、申請により 一部負担金の割合が変更

さ れる場合があり ます。該当する場合は、お住まいの区の保険年金課で申請し てく ださ い。

申請に
必要なも の

①マイ ナ保険証または資格確認書等

②来庁者の本人確認書類

③マイ ナン バー（ 個人情報）が必要な人の番号確認書類※4

④令和5 年中（ 8 月以降は令和6 年中）の収入金額がわかるも の

　（ 確定申告書の控え、源泉徴収票など）

⑤別世帯の人が申請する場合は、委任状

臓器移植

（ 公社）

・ 異動届、

・ 書類は

・ 書類

※脱退の手続

届出
①国民健康保険

②4

※
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一部負担金

後期高齢者医療制度（ ７５ 歳以上の人の医療保険）

臓器提供意思表示欄について

後期高齢者医療制度は、７５歳以上の人（ ６５歳以上で一定の障がいがあり 後期高齢者医療広域連合の認定を

受けた人を含む。）を対象と し た医療制度です。

７５歳を迎える人は、７５歳の誕生日当日から 後期高齢者医療制度に加入し ます。その際、国保への脱退の届出

は必要あり ません。（ ただし 、６５歳以上で一定の障がいがあり 申請により 後期高齢者医療制度に加入する人は、

国保への脱退の届出が必要です。）

郵送での手続きについて

国保の加入・ 脱退手続きを する方で窓口での手続き が難し い場合は郵送で届出ができます。静岡市国保の

ホームページ内の記載例を 参考に必要事項を 記入し 、添付書類を 同封し てお住まいの区の保険年金課へ郵送

し てく ださ い。こ の場合、各区保険年金課で発行し た資格確認書または資格情報のお知ら せは世帯主宛て、

住民登録住所へ送り ます。

なお、郵送による手続きは時間がかかり ますので、お急ぎの方は窓口へお越し く ださ い。

　 国民健康保険料を 口座振替で 納付さ れて いる人が後期高齢者医療制度に加入し たと き 、国民健康保険料の口座振替の情報は、

後期高齢者医療制度に引き 継がれません。

　 後期高齢者医療制度の保険料を 、口座振替での納付を 希望さ れると き は、金融機関等で手続き を お願いし ます。

　 ただし 、口座振替の手続き をし た場合でも 、条件に当て はまると き は、保険料は年金から の引き 去り と なり ます。

※国民健康保険に加入し ている人が75歳になったと きの保険料の口座振替について

合計

再判定

↓資格確認書裏面に「 臓器提供意思表示欄」があります。

〈  記入時の注意点 〉

・ 記入は任意であり 、義務付けら れているも のではあり ません。

・ 意思表示欄の記入内容は、臓器の移植に関する法律に規定する

書面による意思表示と し て取り 扱われます。

・ 特記欄について、１または２を 選択し た人で、皮膚、心臓弁、血管、

骨など の組織も 提供し てよ い人は、「 すべて 」ある いは「 皮膚」

「 心臓弁」「 血管」「 骨」などと 記入できます。また、親族優先の臓

器提供をし たい場合は、「 親族優先」と 記入できます。

・ 本人および家族の署名は、自筆で記入し てく ださ い。可能であれ

ば、こ の意思表示について知っている家族が、確認のために署名

し てく ださ い。

・ ボールペンなどの消えない筆記用具を使用し て記入し てく ださ い。

臓器移植に関するお問い合わせ先

（ 公社）日本臓器移植ネット ワーク 　 フリ ーダイヤル：０１２０-７８ -１０６９　 ホームページ： h ttp ://w w w . j o tn w .o r . j p

注意事項

備　 考

保険医療機関等において診療を受けようとするときには、

その窓口で電子資格確認を受けるか、この証を渡してください。

〔 特記欄： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〕
署名年月日： 　 　 　 　 　年　 　 　 月　 　 　 日

本人署名（ 自筆）：

家族署名（ 自筆）：

【 心臓・ 肺・ 肝臓・ 腎臓・ 膵臓・ 小腸・ 眼球】
じん すい

１ ．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に臓器を提供します。

２．私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。

３．私は、臓器を提供しません。
《 １ 又は２を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。》

※以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することができます。
　 記入する場合は、１から３までのいずれかの番号を○で囲んでください。

・ 異動届、証明書、委任状は静岡市国保のホームページから ダウン ロ ード するこ と ができ ます。

・ 書類は、ボールペン など消せない筆記用具で 記入し てく ださ い（ 鉛筆・ 消せるボールペン は不可）。

・ 書類に不備があった場合、書類一式を 返送し 、再提出を お願いするこ と も あり ます。

※脱退の手続き は市のホームページから 電子申請するこ と も でき ます。

届出に必要なも の
①国民健康保険・ 国民年金異動届

②4・ 5ページ「 届出に必要なも の」参照

※マイ ナン バーカ ード または通知カ ード と 本人確認書類はコ ピ ーを 同封し てく ださ い。

後期高齢者医療制度のホームページはこ ちら ▶
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国保で受けら れる給付（ 法令などの改正により 内容が変更さ れる場合があり ます。）

病気やケガをし て医療機関などにかかったと き 、また出産や死亡があったと き 、国保の加入者は医療保険に

よる診療や、療養費などの支給を受けるこ と ができます。

ただし 、交通事故等第三者の行為によるケガ、業務中や通勤途中のケガ（ 労働者災害補償保険の適用と なる

場合）などほかの医療給付が受けら れる場合は、そちら を 優先し ます。

食事療養費

療養の給付〈 国民健康保険法第３６ 条・ 第４２ 条ほか〉

医療機関などにマイ ナ保険証または資格確認書等を 提示すれば、医療費の一部負担金（ ３ ページ『 医療費の

一部負担割合』参照）を支払う だけで、残り は国保が負担し ます。

療養費〈 国民健康保険法第５４ 条〉

次のよう な場合は、いったん医療費の全額を自己負担するこ と になり ますが、申請により 、審査で認めら れた

保険給付分が療養費とし て払い戻さ れますので、各区役所保険年金課、蒲原支所で申請し てく ださ い。（ 医療費

を 支払った日の翌日から２年を過ぎると 申請できませんので、ご注意く ださ い。ただし 、他の資格確認書で医療

機関にかかり 、旧保険者から 請求があったと きは、受診日の翌日から 2年を過ぎると 申請できません。）

・

・

・

・

認め

〈 は

入院時の食事代の標準負担額 

※１　 海外に１年以上滞在し ているなど生活の実態が海外にあると 認めら れる期間に治療を受けた場合は、療養費を支給できないこ と が

　 　 　あり ます。（ ３ページ『 国保に加入する人は？』参照）

※２　 静岡市国保のホームページからダウンロ―ド するこ と ができます。

※３　 診療内容明細書、領収明細書などの再翻訳や医療機関へ照会を行う 場合があり ます。

※４　 臓器移植を受ける場合、支給対象と なるこ と があり ますので各区役所保険年金課、蒲原支所へお問い合わせく ださ い。

※

　

　

※領収書は

緊急、その他やむを得ない理由で

マイナ保険証または資格確認書等を

持たずに治療を受けたとき

①マイナ保険証または資格確認書等

②来庁者の本人確認書類

③対象医療機関の領収書（ コピー不可、領収書はその場で返却し ます。）

④診療報酬明細書（ レセプト ）

⑤世帯主振込先口座

①マイナ保険証または資格確認書等

②来庁者の本人確認書類

③対象医療機関の領収書（ コピー不可、領収書はその場で返却し ます。）

④診療内容明細書、領収明細書など※２

⑤世帯主振込先口座

⑥海外で治療を受けた人の渡航期間のわかるも の

　（ パスポート 、出入国記録の開示請求による証明書）

⑦調査に関わる同意書※２※３

③④が外国語で作成さ れている場合は、翻訳者の氏名、住所が明記さ れた

翻訳文を添付

④は、月ごと 、受診者ごと 、医療機関ごと 、入院・ 外来ごと に１枚ずつ必要

①マイナ保険証または資格確認書等

②来庁者の本人確認書類

③領収書（ コピー不可、領収書はその場で返却し ます。）

④医師の指示書など

⑤世帯主振込先口座

⑥明細書（ 補装具の場合）

⑦証明書及び写真（ 靴型装具のみ）

コ ルセット などの補装具代や

輸血の生血代がかかったとき

（ 医師が必要と 認めた場合に限る。）

①マイナ保険証または資格確認書等

②来庁者の本人確認書類

③他の健康保険に返納し た領収書（ コピー不可、領収書はその場で返却し ます。）

④他の健康保険からの返納依頼の通知書

⑤診療報酬明細書（ レセプト ）

⑥世帯主振込先口座

静岡市国保加入中に

他の資格確認書で医療機関にかかり、

旧保険者から 請求があったとき

海外渡航中に

治療を受けたとき※１

（ 治療目的の渡航を除く 。※４）

こ んなと き 申請に必要なも の

（ 適用区分

〔 は

〔

〔 柔 道 整 復

令和6年6月
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入院時食事療養費〈 国民健康保険法第５２条〉

国保に加入し ている人は、入院時の食事代と し て費用の一部（ 食事療養標準負担額）を 負担し 、残り の費用は

食事療養費と し て国保が負担し ます。

・ 市民税非課税世帯と は、世帯主および国保加入者全員に令和6年度（ ８ 月以降は令和7年度）の市民税※が課税さ れていな

い世帯です。

・ 低所得Ⅰと は、世帯主および国保加入者全員に令和6年度（ ８月以降は令和7年度）の市民税※が課税さ れず、所得が一定の

基準（ 世帯主および国保加入者全員の総所得金額が０円になる場合。ただし 、年金所得は公的年金等控除額を８０万円とし て

計算。所得金額調整控除は適用し ません。）に満たない世帯です。

・ 指定難病患者、小児慢性特定疾病児童などについては、公費負担医療制度による助成を合わせて受けるこ と ができます。

（ 詳し く は入院先の医療機関にお問い合わせく ださ い。）

・ 市民税課税世帯の人のう ち、平成２８年３月３１日において、すでに１年以上継続し て精神病床に入院し ていた人で、平成２８年

４月１日以降も 引き続き入院（ 合併症等により 転退院し た場合で、同日内に再入院する場合を含む。）し ている人の標準負担

額は、経過措置により２６０円と なり ます。

次の病気や症状についてはり・ きゅう 、マッ サージなどの施術を 受けたと き（ 事前に医師が医療上必要であると

認めた場合に限る。）や次の負傷について柔道整復の施術を受けたと きは、医療保険の対象と なり ます。

ただし 、入院などで医師の治療を受けている場合、こ れら の施術が医療保険の対象と なら ないこと があり ます。

〈 はり・ きゅう 、マッ サージ、柔道整復などの施術について〉

入院時の食事代の標準負担額 【 食事療養標準負担額】 （ １食当たり ）

※年度の途中で、判定対象と なる市民税の賦課年度が変わります。

　 ４ 月から７ 月までの受診分は受診月の前年度（ 令和6 年度）、８月から３ 月までの受診分は受診月の属する年度（ 令和7 年度）の課税状況が

　 判定対象と なり ます。

※領収書は毎回必ずもらう よう にし ましょう 。

市民税課税世帯の人
下記以外の人 ４ 9０ 円

２ 8０ 円

２ 3０ 円

１ 8０ 円

１ 1０ 円

指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等

過去１２か月の入院日数が９０日以下の場合

過去１２か月の入院日数が９０日を超える場合（ ９１日目以降） ※要申請

市民税非課税世帯の人

（ 適用区分オ、低所得Ⅱ）

市民税非課税世帯に属し 、所得が一定の基準に満たない７０歳以上の人（ 低所得Ⅰ）

区　 　 分 １食当たり

〔 はり・ きゅう 〕 神経痛、リ ウマチ、腰痛症、五十肩、頸腕症候群、頸椎捻挫後遺症など

〔 マッ サージ 〕 関節拘縮、筋麻痺など

〔 柔 道 整 復 〕 打撲、ねんざ 、挫傷（ 肉離れなど ）、骨折・ 脱臼（ 緊急時以外は医師の同意が必要。）

令和7年4月から 変更と なる可能性があり ます。
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国保に加入し ている市民税非課税世帯の人は、入院時に医療機関などにマイ ナ保険証を提示するこ と で、標準

負担額が減額さ れます。

ただし 、適用区分オまたは低所得Ⅱの人で、過去12か月の入院日数が90日を 超えた場合（ 長期該当）における

入院時食事療養費・ 入院時生活療養費の標準負担額の減額を 受けるためには、マイ ナ保険証を 利用できる医療

機関等の受診であっても 、各区役所保険年金課、蒲原支所で長期該当であるこ と を 記載し た限度額適用・ 標準負

担額減額認定証（ 以下「 認定証」と いう ）の交付申請が必要と なり ます。（ 15ページ『 3 医療機関に支払う 金額が高

額になる場合の限度額適用』参照）

なお、やむを 得ない理由により 、医療機関の窓口でマイ ナ保険証等による認定証情報の確認ができ なかった場

合や、長期該当の認定を受けているこ と の確認ができ なかった場合は、後日、各区役所保険年金課、蒲原支所で差

額の申請をするこ と ができます。

・ 市民税非課税世帯と は世帯主およ び国保加入者全員に令和6 年度（ ８ 月以降は令和7 年度）の市民税が課税さ れていな

い世帯です。

・ 低所得Ⅰと は、世帯主およ び国保加入者全員に令和6 年度（ ８ 月以降は令和7 年度）の市民税が課税さ れず、所得が一定の

基準（ 世帯主およ び国保加入者全員の総所得金額が0 円になる場合。ただし 、年金所得は公的年金等控除額を 8 0万円と

し て計算。所得金額調整控除は適用し ません。）に満たない世帯です。

・ 療養病床に入院する指定難病患者の食費は、食事療養標準負担額と 同額の負担と なり 、居住費は0円と なり ます。（ 詳し く

は入院先の医療機関にお問い合わせく ださ い。）

※医療機関によっては450円と なり ます。（ 詳し く は入院先の医療機関にお問い合わせく ださ い。）

※1　 マイ ナンバーカ ード 、運転免許証等、官公署が発行するも の。

※2　 28ページ『 国保の手続きにはマイ ナンバーが必要です‼ 』参照。

〈 入院時食事療養費・ 入院時生活療養費にかかる手続き〉

差額の申請に
必要なも の

①マイ ナ保険証または資格確認書等

②来庁者の写真付き 本人確認書類※1

③マイ ナン バー（ 個人番号）が必要な人の番号確認書類※2

④対象医療機関の領収書（ コ ピ ー不可、領収書はその場で 返却し ます。）

⑤世帯主振込先口座

⑥別世帯の人が申請する場合は、委任状

入院時生活療養費〈 国民健康保険法第５２条の２ 〉

療養病床に入院する６５ 歳以上の国保加入者は、入院時の食費と 居住費と し て 費用の一部（ 生活療養標準負

担額）を 負担し 、残り の費用は生活療養費と し て国保が負担し ます。

入院時の食費・ 居住費の標準負担額 【 生活療養標準負担額】

市民税課税世帯の人

市民税非課税世帯の人（ 適用区分オ、低所得Ⅱ）

市民税非課税世帯に属し 、所得が一定の基準に満たない
70歳以上の人（ 低所得Ⅰ）

４ 9０ 円※ ３７０ 円

２ 3０ 円

１ 4０ 円 ３７０ 円 １ 1０ 円 ３７０ 円

３７０ 円 ２ 3０ 円
（ 91日目以降180円）

３７０ 円

４ 9０ 円※ ３７０ 円

区　 　 分　（ 65歳以上の人）
医療の必要性の低い人

食事（ １食） 居住費(１日) 食事（ １食） 居住費(１日)

医療の必要性の高い人

訪問看護療養費〈 国民健康保険法第５４条の２〉

医師の指示のも と で、訪問看護ステーショ ン などを 利用し たと き は、費用の一部を 支払う だけで、残り は国保

が負担し ます。

移送費〈 国民健康保険法第５４ 条の４〉

病気やケガにより 移動が著し く 困難な被保険者が、医師の指示により 一時的、緊急的な必要があっ て移送さ

れたと き は、申請により その費用のう ち 審査で認めら れた金額が支給さ れます。

申請する場合は、事前に各区役所保険年金課にご相談く ださ い。

令和7年4月から 変更と なる可能性があり ます。
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〈 支給方法について〉

（ １ ）直接支払制度

出産育児一時金〈 国民健康保険法第５８条、静岡市国民健康保険条例第４ 条〉

出産育児一時金の支給方法は３ 通り あり 、出産時の本人の費用負担を 軽減する方法が、（ １ ）直接支払制度と

（ ２ ）受取代理制度です。どちら も 、出産育児一時金を 静岡市国保が医療機関などに直接支払う ため、出産費用

が5 0 万円以下の場合は、本人の費用負担はあり ません。出産費用が5 0 万円を 超える 場合は、その超える 分に

ついては退院時に医療機関などにお支払いく ださ い。

なお、直接支払制度およ び受取代理制度の実施の有無は、医療機関などによっ て 異なり ますので 、出産する

医療機関などにご確認く ださ い。

（ ２ ）受取代理制度

出産する医療機関などが、ご 本人に代わっ て出産育児一時金を 受け取り ます。こ の制度を 利用する場合は、
出産する医療機関などへマイ ナ保険証または資格確認書等を 提示し 、受取代理制度を 利用する旨の意思表示
をし た上で 、各区役所保険年金課、蒲原支所で 申請し てく ださ い。申請は出産予定日の２ か月前から 1 か月前
まで 受け付けます。出産費用が5 0 万円未満の場合は、その差額分を 支給し ます。

（ ３ ）出産費用を 医療機関などに支払った場合（ 海外で出産し た場合を 含む。）

上記（ １ ）（ ２ ）の制度を 利用せずに出産費用を 医療機関などに支払った場合、出産育児一時金（ 5 0 万円）を 支
給し ますので、各区役所保険年金課、蒲原支所で申請し てく ださ い。

　 国保に加入し ている人が出産し たと き は、出産育児一時金（ 支給額50万円）を 支給し ます。

　 妊娠１２週（ ８５日）以上の死産または流産の場合を 含みます。

　 被用者保険（ 社会保険など）に被保険者と し て１年以上加入し ていた人が資格喪失し て、国保に加

入後６ か月以内に出産し た 場合は、被用者保険また は国保のど ち ら から 出産育児一時金の支給

を 受けるか選択するこ と ができ ます。

差額支給申請に
必要なも の

【 案内ハガキをお持ちの場合】

①案内ハガキ　 　 ②マイナ保険証または資格確認書等　 　 ③来庁者の本人確認書類　

④母子健康手帳　 　 ⑤世帯主振込先口座

【 案内ハガキをお持ちでない場合】

①領収・ 明細書（ コピー不可）※1と 直接支払制度の同意書（ コピー不可）※1

②マイナ保険証または資格確認書等　 　 ③来庁者の本人確認書類　 　 ④母子健康手帳

⑤世帯主振込先口座

申請に
必要なも の

①領収・ 明細書など（ コピー不可）※1　 ②マイナ保険証または資格確認書等　

③来庁者の本人確認書類　 ④母子健康手帳 　 ⑤世帯主振込先口座

⑥死産の場合は、死産証明や埋葬許可証など妊娠12週（ 85日）以上であったこと が分かる書類

【 海外出産の場合】※2

①出産し た医療機関などから 交付さ れる領収・ 明細書など（ コピー不可）※1

②マイナ保険証または資格確認書等　 ③来庁者の本人確認書類

④母子健康手帳　 ⑤世帯主振込先口座

⑥出産（ 死産の場合は妊娠週数記載）の事実を証明する書類（ コピー不可）※1

⑦出産し た人のパスポート

〔 ①⑥が外国語で作成さ れて いる場合は、翻訳者の署名、住所が明記さ れた翻訳文を 添付〕

⑧出産し た現地の公的機関・ 医療機関などに対し て照会を行う こ と の同意書

申請に
必要なも の

①支給申請書（ 受取代理用）　 　 ②マイナ保険証または資格確認書等

③来庁者の本人確認書類　 　 ④母子健康手帳　 　 ⑤世帯主振込先口座

※2 　 海外に１ 年以上滞在し ているなど生活の実態が海外にあると 認めら れる期間に出産し た場合は、出産育児一時金を 支給でき ない

　 　  こ と があり ます。（ ３ ページ『 国保に加入する人は？』参照）

※1　 原本はその場で返却し ます。

出産する医療機関などが、ご本人に代行し て国保に申請を 行う こ と で、医療機関などに対し て直接、出産育児
一時金が支払われます。こ の制度を 利用する場合は、出産する医療機関などへマイ ナ保険証または資格確認書等
を提示し 、直接支払制度を 利用する旨の意思表示をし てく ださ い。

出産費用が50万円未満の場合は、その差額分を支給し ます。差額支給がある場合は、案内ハガキを送り ます。
案内ハガキが届きまし たら 、各区役所保険年金課、蒲原支所で申請し てく ださ い。案内ハガキがない場合でも 申請は
可能です。
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葬祭費〈 国民健康保険法第５８ 条、静岡市国民健康保険条例第５ 条〉

国保に加入し ている人が死亡し たと きは、葬祭を行う（ 行った）人に葬祭費（ 支給額５万円）を支給し ますので、

各区役所保険年金課、蒲原支所で申請し てく ださ い。 分

支給の対象

が

が

合があ

関で認定証情報の

自

交通事故などにあったと き〈 国民健康保険法第６４ 条〉

交通事故など本人以外の行為（ 第三者行為）によって負傷し 、マイ ナ保険証または資格確認書等を使用し て

治療を 受ける場合は、速やかに国保へ届出をし なければなり ません。届出には下記の書類が必要です。（ ③～

⑥の記入用書類は各区役所保険年金課、蒲原支所にあり ます。）

本人以外の行為によって負傷し てマイ ナ保険証または資格確認書等を 使用し 治療を 受けた場合の医療費

は、本来は、加害者（ 第三者）が負担すべきも のですが、国保が一時立て替え払いをし 、後日、過失割合に応じ て

加害者に請求するこ と になり ます。

・
・
・

・

・

・

・
・
・
・
・

・
・

申請に
必要なも の

①来庁者の本人確認書類

②葬祭を行う（ 行った）人の振込先口座

③会葬礼状・ 訃報・ 請求書・ 領収書など死亡者・ 喪主・ 葬祭日が確認できるも の（ コピー不可、

原本はその場で返却し ます。）

届出に必要なも の

①マイ ナ保険証または資格確認書等

②認め印（ スタ ンプ 印不可）

③被害届出書

④事故発生状況報告書

⑤念書

⑥誓約書（ ※加害者が保険に未加入の場合は、必ず提出し てく ださ い。）

⑦交通事故証明書

⑧別世帯の人が届け出る場合は、委任状

被用者保険（ 社会保険など）に被保険者と し て加入し ていた人が資格喪失し て、国保に加入後３ か月以内に

死亡し た場合は、被用者保険または国保のどちら から 葬祭費の支給を 受けるか選択するこ と ができます。

※国保の脱退手続き が必要と なり ます。４ ページ『 国保の加入・ 脱退手続き 』参照。

※被害届出書等は、静岡市国保のホームページから ダウンロ ード するこ と ができます。

※

※

※

※

　

1

(１

(２
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高額療養費について～医療費が高額になった場合の給付～〈 国民健康保険法第５７条の２〉

大き な病気やケガなどにより 、高額な医療費がかかっ たと き 、支払った金額のう ち 自己負担限度額を 超えた

分が、申請により 高額療養費と し て後日支給さ れます。

ただし 、健康診断、予防接種など医療保険適用外の医療費や入院時の食事代、差額ベッド 代などについて は

支給の対象になり ません。

高額療養費に該当し た場合は、診療月の約２ か月後に高額療養費支給申請の案内ハガキを 送り ます。ハガキ

が届きまし たら 、各区役所保険年金課、蒲原支所で申請し てく ださ い。その際、該当する医療機関などの領収書

が必要と なり ますので、領収書は大切に保管し てく ださ い。

令和4年2月診療分以降の高額療養費については、申請手続き を 1回行えば次回以降の申請が不要と なる場

合があり ます。（ 自動償還）

なお、入院などあら かじ め医療費が高額になるこ と が見込まれると き は、マイ ナ保険証で受診するか、医療機

関で認定証情報のオンライン 資格確認ができ れば、申請手続き なし で医療機関などへの支払い（ 保険診療分）が

自己負担限度額までと なり ます。（ 15ページ『 3 医療機関に支払う 金額が高額になる場合の限度額適用』参照）

保険料（ 税）に滞納がある場合、限度額の適用はできません。

・ 総医療費と は、保険診療の全額分（ １０ 割分）です。
・ 旧ただし 書所得と は、総所得金額等から 基礎控除額※を差し 引いた額です。
・ 適用区分の判定は、令和7 年４ 月から７ 月まで の受診で あれば令和6 年度（ 令和5 年分）、令和7 年８ 月から 令和8 年３ 月

までの受診分は令和7 年度（ 令和6年分）の旧ただし 書所得が判定基準と なり ます。
・ 市民税非課税世帯と は、世帯主およ び国保加入者全員に令和6 年度（ 令和7 年８ 月以降は令和7 年度）の市民税が課

税さ れていない世帯です。
・ 多数回と は、静岡市国保（ 世帯の継続性が認めら れる 場合には静岡県内の市町村国保）から 診療月単位で 過去1 2 か月

に３ 回以上高額療養費の支給を 受けたと き の４ 回目以降の限度額で す。（ 医療機関などで マイ ナ保険証を 提示し た場
合や認定証情報のオン ラ イ ン 資格確認ができ た場合に、入院または外来受診の支払額（ 保険診療分）について自己負
担限度額の適用を 受けた診療月も 回数に含みます。）（ 他国保や被用者保険分は回数に含みません。）

・ 所得の確認ができ ない人がいる世帯は、【 適用区分 ア】と みなさ れます。

・ 各月の１日から 末日までの１ か月単位で計算し ます。（ 月が変われば別々に計算し ます。）
・ 個人ごと 、医療機関ごと に計算し ます。
・ 同じ 医療機関であっても 入院と 外来は別に計算し ます。
・ 同じ 医療機関であっても 医科と 歯科は別に計算し ます。
・ 医療機関から 処方箋をも ら い、薬局で支払った薬代については、処方箋を も らった医療機関に支払った金額と 合わせて

計算し ます。
・ 上記により 計算し た支払額が、自己負担限度額を超えたと き 、超えた金額が高額療養費と し て支給さ れます。
・ 上記により 計算し た支払額で２１ ，０００ 円以上のも のを 合計し て自己負担限度額を 超えたと きも 、高額療養費の支給が受

けら れます。

申請に
必要なも の

①案内ハガキ　 ②マイ ナ保険証または資格確認書等　 ③来庁者の本人確認書類

④マイ ナン バー（ 個人番号）が必要な人の番号確認書類※１

⑤対象医療機関などの領収書（ コ ピー不可、領収書はその場で返却し ます。）※2

⑥世帯主振込先口座※3　 ⑦別世帯の人が申請する場合は、委任状

※１　 ２８ページ『 国保の手続きにはマイ ナンバーが必要です！！』参照。

※２　 公費負担分、令和4年1月以前の診療分（ 70歳未満）など、領収書の確認が必要な場合があり ます。

※３　 高額療養費は、世帯主に振込みます。やむをえず世帯主以外の人に振込む場合、その人の振込先口座が必要になり ます。

※令和7 年7 月診療分までは令和5 年中の所得から 、令和7 年8 月診療分から は令和6 年中の所得から 4 3 万円を 控除し ます。

　 ただし 、合計所得金額が2 , 4 0 0 万円超の場合の基礎控除額について は、2 3 ページ『 ※2 　 前年の合計所得金額が』参照。

1 70歳未満の人の高額療養費

(１ ) 自己負担限度額（ １か月）

(２ ) 高額療養費の計算方法

旧ただし 書所得６００ 万円超～９０１ 万円以下
【 適用区分 イ 】

旧ただし 書所得２１０ 万円超～６００ 万円以下
【 適用区分 ウ】

市民税非課税世帯
【 適用区分 オ】

旧ただし 書所得２１０ 万円以下
【 適用区分 エ 】

旧ただし 書所得 ９０１ 万円超
【 適用区分 ア 】 ２５２ ，６００ 円＋（ 総医療費－８４２ ，０００ 円）×１ ％

１６７，４００ 円＋（ 総医療費－５５８ ，０００ 円）×１ ％

８０ ，１００ 円＋（ 総医療費－２６７，０００ 円）×１ ％

５７，６００ 円

３５，４００ 円

１４ ０ ，１０ ０ 円

９ ３ ，００ ０ 円

４ ４ ，４ ０ ０ 円

４ ４ ，４ ０ ０ 円

２ ４ ，６０ ０ 円

適用区分 自己負担限度額（ 過去１２ か月で３ 回まで） 多数回

令和7年8月診療分から 、自己負担限度額が変更と なる可能性があり ます。
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2 70歳から 74 歳までの人の高額療養費

（ １） 自己負担限度額（ １か月）

（ ２） 高額療養費の計算方法

一　 　 　 　 般

低 所 得 Ⅱ

低 所 得 Ⅰ

適用区分

１ 8 ，０００ 円
〈 年間上限1 4 4 , 0 0 0 円〉

５７ ，６００ 円
〔 多 数 回４４ ，４００ 円 〕

　8 ，００ ０ 円

２４ ，６００ 円

１５ ，０００ 円

２５２ ，６００ 円＋（ 総 医 療 費－８４２ ，０００ 円 ） ×１ ％

〔 多 数 回１４０ ，１００ 円 〕

８０ ，１００ 円＋（ 総 医 療 費－２６７ ，０００ 円 ） ×１ ％

〔 多 数 回４４ ，４００ 円 〕

１６７ ，４００ 円＋（ 総 医 療 費－５５８ ，０００ 円 ） ×１ ％

〔 多 数 回９３ ，０００ 円 〕

外来限度額（ 個人ごと ） 世帯限度額（ 入院および世帯で入院と 外来が複数あった場合）

自 己 負 担 限 度 額

現役並み所得Ⅲ
課税所得6 9 0 万円以上

現役並み所得Ⅱ
課税所得３８０～６９０万円未満

現役並み所得Ⅰ
課税所得１４５～３８０万円未満

・ 総医療費と は、保険診療の全額分（ 10割分）です。

・ 課税所得と は、市民税の課税標準額です。

・ 現役並み所得と は、70歳から74歳までの人で資格確認書または資格情報のお知ら せの一部負担割合が3割と 表示さ れた人がいる世帯です。

・ 一般と は、現役並み所得Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ、低所得Ⅱ・Ⅰに該当し ない世帯です。

・ 低所得Ⅱと は、世帯主および国保加入者全員に令和6年度（ 8月以降は令和7年度）の市民税が課税さ れていない世帯です。

・ 低所得Ⅰと は、世帯主および国保加入者全員に令和6年度（ 8月以降は令和7年度）の市民税が課税さ れず、所得が一定の基準（ 世帯主および国

保加入者全員の総所得金額が0円になる場合。ただし 、年金所得は公的年金等控除額を80万円と し て計算。所得金額調整控除は適用し ませ

ん。）に満たない世帯です。

・ 多数回と は、静岡市国保（ 世帯の継続性が認めら れる場合には静岡県内の市町村国保）から 診療月単位で過去12か月に3回以上高額療養費

の支給を受けたと きの4回目以降の限度額です。（ 医療機関などでマイナ保険証を提示し た場合や認定証情報のオンライン資格確認ができ

た場合に、入院または外来受診の支払額（ 保険診療分）について自己負担限度額の適用を受けた診療月も 回数に含みます。個人ごと の外来

限度額を超える場合の支給は含めません。）（ 他国保や被用者保険分は回数に含みません。）

・ 年間上限と は、1年間（ 8月～翌7月）の外来自己負担額の合計に上限を設けるも のです。

・ 各月の1日から 末日までの1か月単位で計算し ます。（ 月が変われば別々に計算し ます。） 

・ 外来については個人ごと に計算し ます。医療機関などの区別はなく 1か月の支払額すべてを 合計し 、外来限度

額を 超えた金額が支給さ れます。 

・ 入院については、医療機関では世帯限度額までを支払い、それを超えた金額（ 高額療養費）は、国保から 医療機関

に直接支払います。 

・ 同じ 月に同じ 世帯の7 0 歳から 7 4 歳までの人に入院と 外来の両方での受診があった場合、まず外来について

支給金額（ ①）を 計算し ます。外来分について支給金額を引いてなお残る自己負担額と 入院分の自己負担額を合

計し 、世帯限度額を超えた金額（ ②）を計算し 、①と ②を合計し たも のが支給金額と なり ます。

・ 70歳から 74歳までの人の支払額（ 上記の計算による高額療養費がある場合は、その高額療養費を 除いた金額）

は、70歳未満の人の高額療養費の計算に加えるこ と ができます。 

（ 3） 年間上限の計算方法（ 計算期間：８月受診分から 翌年７月受診分までの１２か月）

　 基準日（ 7 月3 1日）時点で一般区分または低所得区分で ある被保険者について 、計算期間（ 8 月1日から 翌年

7 月3 1 日まで ）のう ち 一般区分または低所得区分で あっ た月の外来療養に係る自己負担額（ 月間の高額療養

費が支給さ れて いる 場合は支給後の額）を 合算し 、1 4 4 , 0 0 0 円を 超える 場合は、そ の超える 分が申請により

支給さ れます。 

自 己
負 担
割 合

3 割

2 割

令和7年8月診療分から 、自己負担限度額が変更と なる可能性があり ます。
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3 医療機関に支払う 金額が高額になる場合の限度額適用

。

国

せ

療養費

き

の外来

外来限度

医療機関

ついて

合

金額）

翌年

間の高額療養

（ １）マイナ保険証等による限度額適用認定証（ 限度額適用・ 標準負担額減額認定証）情報の確認

　 マイナ保険証で医療機関を受診し た場合は、医療機関・ 薬局・ 訪問看護事業所など（ 以下、「 医療機関など」と い

う ）への１か月あたり の支払額（ 保険診療分）が、医療機関ごと 、入院・ 外来ごと に自己負担限度額までになります。

　 非課税世帯（ 適用区分オ、低所得Ⅰ、低所得Ⅱ）の人は、マイ ナ保険証の提示により 、入院時の食事代などの減額

も あわせて受けら れます。（ ９ページ『 入院時食事療養費』、10ページ『 入院時生活療養費』参照）

　 また、資格確認書または有効な保険証で医療機関を受診し た場合も 、マイ ナ保険証が利用できる医療機関な

どにおいては、被保険者等の同意があれば、自己負担限度額区分情報をオンライン資格確認により 参照するこ と

ができます。こ の場合も 、各区役所などでの申請手続きなし で自己負担限度額を超える支払いが免除さ れます。

　 こ のため、従来の高額療養費の限度額適用区分を示し た「 限度額適用認定証」（ 非課税世帯の場合は「 限度額

適用・ 標準負担額減額認定証」）（ 以下「 認定証」と いう ）の交付申請は不要と なります。

（ 2）認定証の交付申請が必要な人

以下のと きは各区役所保険年金課、蒲原支所で「 認定証」の交付申請が必要です。

①市民税非課税世帯のう ち、区分が「 オ」または「 低所得Ⅱ」の場合において、過去12か月の入院期間が90日を超

えた場合の入院時食事療養標準負担額、生活療養標準負担額の減額を受けると き。長期該当であるこ と を 記

載し た認定証の交付申請が必要です。（ ９ページ『 入院時食事療養費』、10ページ『 入院時生活療養費』参照）

②保険料（ 税）の滞納がある（ 滞納し たこ と がある）場合に、急ぎで限度額の適用が必要なと き（ 持ち物： 申請に必

要なも の⑤）。滞納があると 認定証情報がオンライン資格確認で表示さ れなく なり ます。なお、申請がない場

合、滞納解消後オンラインで認定証情報が確認できるまでに時間を要し ます。

③市県民税の変更や世帯員の異動などがあったと きで、急ぎで内容を反映し た限度額の適用が必要なと き。遅れ

て税申告等をし た人や転入し て間も ない人は、所得の確認ができるまでは正確な限度額が表示さ れない場合

があり ます。

④その他、何ら かの事情でオンライン資格確認を行えないと き。

　 上記①～④のと きも 、70歳から 74歳までの３割負担の人のう ち「 現役並み所得Ⅲ」の区分と 、２ 割負担の人の

う ち「 一般」の区分の人は、１ か月あたり の医療機関などへの支払額（ 保険診療分）が入院・ 外来ごと に自己

負担限度額までになるため、「 認定証」の申請を する必要はあり ません。

（ 4） 高額療養費年間上限の申請方法 

① 静岡市国保の自己負担額のみで限度額（ 144 ,000円）を超え、支給を受けられる場合 

　  7月31日時点で国保に加入し ている支給対象者へは、11月頃に「 高額療養費（ 外来年間合算）支給申請のお知ら

せ」のハガキをお送りします。ハガキが届きまし たら 各区役所保険年金課、蒲原支所で申請し てく ださ い。

② 静岡市国保の自己負担額のみでは限度額（ 144 ,0 0 0円）を超えないが、静岡市国保以外の自己負担額を合算

すること で限度額を超え、支給を受ける場合

　  「 高額療養費（ 外来年間合算）支給申請のお知ら せ」のハガキは送付さ れませんのでご注意く ださ い。該当し て

いる場合は自己負担額のあったそれぞれの保険者から 自己負担額証明書の交付を 受けたう えで、各区役所

保険年金課、蒲原支所で申請し てく ださ い。 

申請に
必要な も の

①案内ハガキ　 　 ②マイ ナ保険証または資格確認書等　 　 ③来庁者の本人確認書類

④マイ ナン バー（ 個人番号）が必要な 人の番号確認書類※１  

⑤自己負担額証明書（ 必要な人のみ） 　 ⑥世帯主振込先口座が確認でき る も の※2  

⑦別世帯の人が申請する 場合は、委任状

※1 28ページ『 国保の手続きにはマイナンバーが必要です！！』参照。

※2 高額療養費は、世帯主に振込みます。やむをえず世帯主以外の人に振込む場合、その人の振込先口座が必要になり ます。

申請に
必要なも の

①認定証を 必要と する 人のマイ ナ保険証または資格確認書等　

②来庁者の写真付き 本人確認書類※１

③マイ ナン バー（ 個人番号）が必要な 人の番号確認書類※２

④別世帯の人が申請する 場合は、委任状

⑤申請日前２ 週間以内に保険料（ 税）を 納付し た場合は、納付が確認でき る 領収証書

　 または預金通帳（ 口座振替またはモバイ ルレジの場合）。（ スマホ画面での確認不可）。

※1 　 マイ ナン バーカ ード 、運転免許証等、官公署が発行するも の。写真付き のも ので ない場合、申請はでき ますが、郵送交付と なり ます。

※2 　 2 8 ページ『 国保の手続き にはマイ ナン バーが必要で す‼ 』参照。

（ 次ページへ続く ）
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4 高額療養費の特例

5 高額療養費の多数回該当の通算について

6

（

し

（ 1） 非自発的失業者のいる世帯に対する特例 
　 世帯内の国保加入者に非自発的失業者※1がいる場合は、非自発的失業者の給与所得を 100分の30と し て計算し 、70
歳未満の区分の判定を 行います。また、保険料の軽減判定用の合計所得が2割軽減の基準金額以下になる場合※2は、70
歳未満は非課税世帯と し て扱い、7 0 歳から 7 4 歳まで の「 一般」区分は「 低所得Ⅱ」区分と し て扱います。また、令和3 年8 月
診療分以降は低所得世帯であって、非自発的な離職をし た特例対象被保険者等の属する世帯においては、当該世帯に給与所得
を有する者または公的年金などに係る所得を有する者（ 給与所得者など）が2人以上いる場合には、給与所得者等の数の合計
数から 1を減じ た数に10万円を乗じ て得た金額を高額療養費算定基準額および介護合算算定基準額に加えるも のとし ます。

（ 2）７５歳になる月の特例 
　 月の途中で7 5歳になり 後期高齢者医療制度に移行する場合、7 4 歳までに加入し て いた国保と 後期高齢者医療制度の
自己負担限度額（ 対象者分に限る。）がそれぞれ本来の額の半額になり ます。

（ 3） 同一都道府県内の他市町村へ転居し た月の特例  
　 月の途中で市町村国保を 脱退、その後、同一都道府県内の転出先市町村国保へ加入し 、世帯の継続性が認めら れた場
合、以前加入し ていた市町村国保と 転出先市町村国保での自己負担限度額がそれぞれ本来の額の半額になり ます。（ 月の
途中で県外国保・ 被用者保険を 脱退し 、市町村国保へ加入し た場合こ の特例は適用さ れません。）

（ 4） 75歳になる月に同一都道府県の他市町村へ転居し た月の特例
　 75歳になる月の途中で市町村国保を 脱退、その後、同一都道府県内の転出先市町村国保へ加入し 、世帯の継続性が認
めら れた場合、以前加入し ていた市町村国保と 転出先市町村国保での自己負担限度額（ 対象者分に限る。）がそれぞれの本
来の額の1/4になり ます。また、後期高齢者医療制度の自己負担限度額（ 対象者分に限る。）が本来の額の半額になり ます。

（ 月の途中で県外国保・ 被用者保険を 脱退し 、市町村国保へ加入し た場合こ の特例は適用さ れません。）

　 都道府県も 国保の保険者と なっ たこ と に伴い、同一都道府県内の他市町村に住所異動し た場合で も 、住所異動する
前と 同じ 世帯で あるこ と が認めら れると き は、高額療養費の多数回該当に係る 該当回数が通算さ れ、経済的な負担が
軽減さ れます。

　 厚生労働大臣
岡市
単位の
人の
加入前
望

要介護

葵

※１ 　

　 　   

　 　   

※２ 　

　 　   な

※

※１・ ※２ 　 2 4・ 2 5 ページ『 3 保険料の軽減』参照。

静岡県

A   県

B   市

４ 月

①

①

② ③ ④

5 月 6 月 7 月 8 月 9 月

C   市

D   市

県内で通算 ④から 該当

※○の数字は、高額療養費の多数回該当に係る該当回数

・ 保険料（ 税）の滞納がある場合は、「 認定証」の交付ができ ません。（ 7 0歳以上の人を 除く ） 

　 まずは、保険料（ 税）の納付についてご相談く ださ い。ご相談は、2 7ページ「 6 保険料の納付が困難な人は」参照。

・ 申請に必要なも のが不足し たと き は、郵送交付と なる場合があり ます。

〈 申請時の注意〉

・ 自己負担限度額の計算は、個人ごと 、医療機関ごと 、入院・ 外来ごと に行います。

・ 同じ 医療機関で あっても 医科と 歯科は別に計算し ます。

・ 70歳未満の人が「 マイナ保険証」を提示し たと きの自己負担限度額は、「 過去12か月で３回まで」の金額で請求さ れます。医療機関で多数回に

　 該当し ていると 判断できた場合のみ「 多数回」の金額で請求さ れます。（ 13ページ『 1 70歳未満の人の高額療養費』参照）

・ 世帯で 高額療養費の合算対象があった場合などは、後日、高額療養費支給申請の案内ハガキを 送付し ます。

〈 制度利用時の注意〉
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介護保険適用除外について 

適用除外対象施設

介護保険制度 

6 特定の治療を 長期間受ける場合の医療費

加入する人 

第１ 号

被保険者

第2 号

被保険者

サービスを 受けら れる人 保険料の決め方 保険料の納め方 

　 ４０ 歳以上の人が被保険者と なっ て保険料を 納め、介護や支援が必要と 認定さ れたと き には、費用の一部

（ １ 割、２ 割または３ 割）を 支払って、介護サービスを 利用できるし く みです。 

　 ４０ 歳から６４ 歳までの人で、指定障害者支援施設などの介護保険の適用除外施設（ 以下の対象施設）に入所または入院
し ている人は介護保険料の納付対象者から 除外さ れます。手続き を さ れて いない人は各区役所保険年金課、蒲原支所ま
でお問い合わせく ださ い。 

医療型障害児入所施設

指定発達支援医療機関

のぞみの園が設置する施設

国立ハンセン 病療養所等

救護施設

労働者災害特別介護施設

障害者支援施設

指定障害者支援施設

7 0
0

令和3年8 月
得

給与所得者等の数の合計
。

度の

場
の

認
本
。

る
が

　 厚生労働大臣が定める特定疾病（ 人工腎臓を 実施し ている慢性腎不全、血友病など）に係る診療を 受ける場合には、静
岡市（ 国民健康保険）から 特定疾病に係る認定を 受け、医療機関などでマイ ナ保険証を 提示するこ と 等※１により 、１ か月
単位の自己負担限度額（ 医療機関ごと 、入院・ 外来ごと ）が１ 万円と なり ます。ただし 、7 0 歳未満で 人工透析を 受けている
人のう ち 、高額療養費の適用区分がア・ イ の世帯の人については、自己負担限度額が２ 万円と なり ます。また、静岡市国保
加入前に他の国保や被用者保険で認定さ れて いる人についても 、静岡市国保で 新たに申請が必要になり ます。認定を 希
望する人は、各区役所保険年金課、蒲原支所で申請し てく ださ い。

要介護（ 要支援）認定の申請については、各区福祉事務所の高齢介護課（ 介護保険係）へお問い合わせく ださ い。

葵区☎（ ０５４ ）２２１－１１８０ 　 駿河区☎（ ０５４ ）２８７－８６７９ 　 清水区☎（ ０５４ ）３５４－２１１０

※１ 　 マイ ナ保険証で医療機関を 受診し た場合は、マイ ナ保険証の提示により 特定疾病の認定を 受けているこ と の確認ができます。資格

　 　   確認書の交付を 受けている人には特定疾病療養受療証を 交付するため、こ の証の提示により 認定を 受けているこ と の確認を 受けて

　 　   く ださ い。

※２ 　 マイ ナン バーカ ード 、運転免許証等、官公署が発行するも の。本人確認書類が写真付き でない場合、申請はできますが、郵送交付と

　 　   なり ます。

※３ 　 28ページ『 国保の手続き にはマイ ナン バーが必要です‼ 』参照。

申請に
必要な も の

①認定を 必要と する 人のマイ ナ保険証または資格確認書等　 　 　

②来庁者の写真付き 本人確認書類※２ 　

③マイ ナン バー（ 個人番号）が必要な 人の番号確認書類※3 　 ④医師の証明書

⑤別世帯の人が申請する 場合は、委任状

申請に必要な も の
①マイ ナ保険証または資格確認書等

②住民票の写し または施設入所証明書

６５ 歳以上の人

（ 被保険 者証は６５ 歳の

誕生日前までに郵送）

４０ 歳 以 上６５ 歳 未 満 の

医療保険加入者

日常の生活動作に 介護

や 支援が必要と 認定を

受けた人

老化が原因と さ れる病気

などにより 介護や支援が

必要と 認定を受けた人

被保険者個人ごと に、所

得と 世帯の課税状況に

応じ て 決定

加入し て い る 医 療保険

の算定方法により 決定

年金が年額１８ 万円以上の人は年

金から 天引き（ それ以外の人は、

納付書で支払い。口座振替も 可。）

加入し ている医療保険の保険

料と 一括し て支払い

に
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高額医療・ 高額介護合算制度〈 国民健康保険法第57 条の3 〉

区　　分

区　 　 分

現役並み所得

現役並み所得Ⅲ
課税所得690万円以上

現役並み所得Ⅱ
課税所得380～690万円未満

現役並み所得Ⅰ
課税所得145～380万円未満

課税所得145万円未満

市民税非課税

市民税非課税（ 所得が一定以下）

56万円

212万円

141万円

67万円

31万円

19万円※2

一　 　 　 　 　 般

低 所 得 Ⅱ

低 所 得 Ⅰ

所 得 要 件 限 度 額

２１２ 万円

１４１ 万円

６７ 万円

６０ 万円

３４ 万円

旧ただし 書所得　 ９０１ 万円超

【 適用 区分  ア 】

旧ただし 書所得　 ６００ 万円超～９０１ 万円以下

【 適用 区分  イ 】

旧ただし 書所得　 ２１０ 万円超～６００ 万円以下

【 適 用区 分 ウ 】

旧ただし 書所得　 ２１０ 万円以下

【 適用 区分  エ 】

市民税非課税世帯

【 適用 区分  オ 】

限 度 額

・ 課税所得と は、市民税の課税標準額です。
・ 現役並み所得と は、一部負担割合が３割の方がいる世帯です。
・ 一般と は、現役並み所得（ 現役並み所得Ⅲ.Ⅱ.Ⅰ）・ 低所得Ⅱ・ 低所得Ⅰに該当し ない世帯です。
・ 低所得Ⅱと は、世帯主および国保加入者全員に令和6年度（ ８月以降は令和7年度）の市民税が課税さ れていない世帯です。
・ 低所得Ⅰと は、世帯主およ び国保加入者全員に令和6 年度（ ８ 月以降は令和7年度）の市民税が課税さ れず、所得が一定の

基準（ 世帯主および国保加入者全員の総所得金額が０円になる場合。ただし 、年金所得は公的年金等控除額を80万円と し て
計算。所得金額調整控除は適用し ません。）に満たない世帯です。令和3年8月以降は、低所得Ⅰに該当する者に係る各種金額
の算定に当たり 、総所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額から 10万円を控除し ます。

・ 旧た だし 書所得と は、総所得金額等から 基礎控除※を 差し 引い た 額で す。
・ 市民税非課税世帯と は、世帯主および国保加入者全員に令和6年度（ ８月以降は令和7年度）の市民税が課税さ れていない世帯です。

（ 1） 世帯の自己負担限度額（ 計算期間：８月受診から 翌年７月受診までの１２か月間）   

（ 2）

　 区分は高額療養費における区分を 適用し ます。自己負担額を 合算する際、高額療養費、高額介護（ 介護予

防）サービス費などの支給額は控除し ます。また、入院時の食費、居住費、差額ベッド 代など、高額療養費また

は高額介護（ 介護予防）サービス費などで支給の対象と なら ないも のは高額医療・ 高額介護合算制度でも 支

給の対象と なり ません。

※1 対象世帯に7 0 歳未満と 7 0 歳から 7 4 歳まで が混在する 場合、まず7 0 歳から 7 4 歳まで の自己負担合算額に限度額を 適用し た後、

　 　   残る 負担額と 7 0 歳未満の自己負担合算額を 合わせた額に限度額を 適用し ます。

※2 介護サービス利用者が複数いる 場合、介護保険の算定は3 1 万円の限度額を 用いて 計算し ます。

※令和7年7月診療分までは令和5年中の所得から 、令和7年8月診療分から は令和6年中の所得から 43万円を控除し ます。ただし 、合計所得

　 金額が2,400万円超の場合の基礎控除額については、23ページ『 ※2　 前年の合計所得金額が』参照。

※2 8 ペー

①７０ 歳未満の人 ※

②７０ 歳から７４ 歳までの人 ※1

　 高額医療・ 高額介護合算制度と は、国保などの各医療保険制度における世帯において、医療および介護の両

制度と も に自己負担額がある場合、医療と 介護（ 総合事業分は除く 。）の１ 年分の自己負担額を 合算し て、一定

の限度額（ 自己負担限度額）を 超える金額については高額介護合算療養費（ 介護分は高額医療合算介護(介護

予防)サービス費）と し て支給する制度です。毎年７月３１日を基準日と し 、基準日時点で世帯の中で同じ 医療保

険に加入し ている人の自己負担額を合計し ます。 

　 申請先は、７月３１日現在に加入し ている医療保険です。

①静

②静
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（ 2） 高額介護合算療養費の申請方法

（ 介護予

支

後、

※2 8 ページ『 国保の手続き にはマイ ナン バーが必要で す！！』参照。

介護の両

一定

高額医療合算介護(介護

保

①静岡市国保および静岡市介護保険の自己負担額のみで限度額を 超え、支給を 受けら れる場合

　７月31日時点で国保に加入し ている支給対象世帯へは、12月頃に「 高額介護合算療養費支給申請のお知ら

せ」のハガキをお送りし ます。ハガキが届きまし たら 各区役所保険年金課、蒲原支所で申請し てく ださ い。

②静岡市国保およ び静岡市介護保険の自己負担額のみでは限度額を 超えないが、静岡市国保、静岡市介護

保険以外の自己負担額を 合算するこ と で限度額を 超え、支給を 受ける場合

　「 高額介護合算療養費支給申請のお知ら せ」のハガキは送付さ れませんのでご注意く ださ い。該当し てい

る場合は自己負担額のあったそれぞれの保険者から 自己負担額証明書の交付を 受けたう えで、各区役所保

険年金課、蒲原支所で申請し てく ださ い。

　 なお、国保の窓口で介護分（ 高額医療合算介護（ 介護予防）サービス費）の支給申請も同時に受け付けます。

申請に
必要な も の

①案内ハガキ　 ②マイナ保険証または資格確認書等　 ③介護保険証

④来庁者の本人確認書類　 ⑤自己負担額証明書（ 必要な人のみ）　  ⑥世帯主振込先口座

⑦マイナンバー（ 個人番号）が必要な人の番号確認書類※

⑧別世帯の人が申請する場合は、委任状

ポイント

こ んな 取り 組みを し てみよう

かかり つけ医・ 薬局を も つ

ジェ ネリ ッ ク 医薬品の利用で医療費を 安く する

　 病歴や体質、健康状態な ど を 把握し て も ら う と 、適切な 治療やアド バイ ス が得ら れ、必要に応じ て 専門医

を 紹介し て も ら えま す。大き な 病院を 受診する 際には、「 紹介状なし 加算」があり ますが、必要な と き だ け 紹

介状を 持参し て かかれば医療費の節約になり ます。

　 また 、かかり つけ 薬局を も つこ と により 、薬局は患者の服用情報の一元的・ 継続的な 把握と 薬学的管理を

行う こ と がで き 、患者は、より 適切な アド バイ スを 受けるこ と がで き る よ う になり ます。

　 こ れによ り 、多剤・ 重複投薬の防止や残薬解消な ど も 可能と なり 、患者の薬物療法の安全性・ 有効性が

向上し ます。

　 ジェ ネリック 医薬品と いう 選択肢があり ます。ジェ ネリック 医薬品と は、新薬と 同じ 有効成分を 同量含んでおり 、

新薬と 同等の効果があると 厚生労働省に認めら れた医薬品です。特許が切れた後に製造するため、高額な開発

コ スト が削減さ れ、新薬と 比較し て医療費を 安く 抑えるこ と ができます。今服用し ているお薬をジェ ネリック 医薬品

に切り 替えたい場合は、かかり つけの医師や薬剤師にご相談く ださ い。

　 静岡市では、慢性的な病気によって 長期的にお薬を 服用し て いる人に、ジェ ネリック 医薬品に切り 替えた場合、

どれく ら い医療費が安く なるかお知ら せする『 ジェ ネリック 医薬品差額通知』を 送付し ています。
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